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祭
事
暦

　
諸
祈
祷
・
出
張
祭
の
案
内

　
当
社
で
は
左
記
に
よ
り
随
時
ご
奉
仕

致
し
て
お
り
ま
す

♦
初
宮
詣
・
交
通
安
全
・
厄
除
・
安
産
・

　
家
内
安
全
・
当
病
平
癒
そ
の
他

♦
地
鎮
祭
・
上
棟
祭
・
家
移
清
祓
・
宅

　
神
祭
・
神
葬
祭
等

ご
希
望
の
方
は
前
も
っ
て
ご
連
絡
下

さ
い
。

摂末社巡拝⑬

五
月
十
九
日
（
土
）﹇
午
後
七
時
﹈

　
　
春
季
大
祭
宵
祭
（
露
店
あ
り
）

五
月
二
十
日
（
日
）﹇
午
前
十
時
﹈　
　

　
　
春
季
大
祭
【
供
膳
祭
】

七
月
三
十
日
（
月
）﹇
午
後
五
時
﹈　
　

　
　
夏
越
祭
【
輪
く
ぐ
り
祭
】（
露
店
あ
り
）

毎
月
一
日
（
午
前
九
時
）
月
次
祭

※
月
次
祭
に
お
詣
り
の
方
は
、
拝
殿
に

　
ご
昇
殿
下
さ
い
ま
し
て
祭
典
に
参
列

　
し
て
下
さ
い
。
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つ
る
さ
き

つ
る
さ
き

ＵＲＬ

ほ

の

か

ぐ

つ

ち

の

か

み

　
当
社
は
、
火
之
迦
具
土
神
を
祭
神
と
し
て

祀
り
、
市
場
桜
町
・
旭
町
・
町
市
場
東
・
町

市
場
西
・
町
市
場
中
・
中
市
場
地
区
の
氏
神

と
し
て
守
ら
れ
て
い
る
。
　

い

ざ

な

み

の

か

み

　
火
之
迦
具
土
神
は
伊
邪
那
美
神
が
最
後
に

産
ん
だ
御
子
神
で
伊
邪
那
美
神
は
、
こ
の
神

よ
み
の
く
に

を
産
ん
だ
た
め
に
死
ん
で
し
ま
い
、
黄
泉
国

（
死
の
国
）
に
下
る
こ
と
に
な
る
。

　
古
事
記
に
は
火
之
迦
具
土
神
、
日
本
書
記

か

ぐ

つ

ち

の

か

み

に
は
阿
遇
突
智
神
と
記
さ
れ
て
お
り
、
火
の

神
と
さ
れ
て
い
る
。

　
火
之
迦
具
土
神
を
祀
る
神
社
は
愛
宕
神
社

（
京
都
市
右
京
区
嵯
峨
愛
宕
町
）と
秋
葉
神
社

（
浜
松
市
天
竜
区
春
野
町
領
家
）の
二
社
が
あ

り
、何
れ
も
鎮
火
の
神
と
し
て
有
名
で
あ
る
。

　
こ
の
荒
神
社
は
火
の
神
を
祀
る
と
同
時
に
、

地
区
の
守
神
で
も
あ
る
。

　
昭
和
三
十
八
年
一
月
十
日
鶴
崎
神
社
に
合

併
し
た
。
ま
た
、
社
殿
の
老
朽
化
に
よ
り
、
改

築
を
行
う
事
と
な
り
、
平
成
十
四
年
三
月
二

十
六
日
に
仮
殿
遷
座
祭
、
同
四
月
二
十
四
日

本
殿
遷
座
祭
、
同
五
月
十
一
日
竣
工
奉
祝
祭

を
執
行
し
た
。

　
祭
典
は
、
例
祭
を
毎
年
十
月
二
十
七
日
に

執
り
行
っ
て
い
る
。

　
　

早
島
町
早
島
一
二
五
四

祭
神
　
火
之
迦
具
土
神

神
道
Ｑ
＆
Ａ

︻
質
問
︼

　
葬
儀
な
ど
の
後
で
﹁
清
め
塩
﹂
を
い
た

だ
き
ま
す
が
、
そ
の
使
用
方
法
と
意
義
を

教
え
て
下
さ
い
？

︻
答
え
︼

　
清
め
に
塩
を
用
い
る
こ
と
は
、
我
が
国

の
宗
教
的
習
俗
で
あ
り
、
海
水
を
意
味
す

る
﹁
潮
﹂
と
も
通
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
風
習

が
あ
り
ま
す
。

　
古
く
は
、
古
事
記
や
日
本
書
紀
の
神
話

よ

み

に
、
黄
泉
の
国
︵
死
者
の
国
︶
か
ら
戻
っ

い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

た
伊
弉
諾
尊
が
自
ら
の
体
に
付
い
た
黄
泉

け
が
れ

み
そ
ぎ
は
ら
い

の
国
の
穢
を
祓
う
た
め
、
海
水
で
禊
祓
を

お
こ
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
が
民
間
に
お
い
て
は
、
﹁
潮

し
お
ご
り

︵
塩
︶
垢
離
﹂
と
い
っ
て
海
水
を
浴
び
て
身

え
ん
と
う

を
清
め
た
り
、
海
水
を
沸
し
た
﹁
塩
湯
﹂
が
、

病
気
治
療
や
無
病
息
災
の
た
め
に
用
い
ら

れ
る
と
い
っ
た
風
習
に
繋
が
っ
て
い
き
ま

し
た
。

　
こ
れ
も
塩
が
持
っ
て
い
る
優
れ
た
浄
化

力
や
殺
菌
力
を
知
っ
て
い
た
た
め
で
す
。

　
現
在
、
神
社
の
祭
り
に
お
け
る
お
祓
い
で

え
ん
と
う

も
、
塩
水
で
お
清
め
を
お
こ
な
う
塩
湯
が
用
い

ら
れ
ま
す
。

　
当
社
に
お
い
て
も
、
春
・
秋
の
大
祭
に
は
お

お
お
ぬ
さ

祓
い
の
道
具
と
し
て
、
大
麻
と
塩
を
湯
で
溶
い

え
ん
と
う

し
ん
せ
ん

た
﹁
塩
湯
﹂
の
二
つ
で
神
饌
︵
お
供
え
物
︶
や

参
列
者
、
玉
串
な
ど
の
お
祓
い
を
行
っ
て
い
ま

す
。

　
葬
儀
の
際
な
ど
、
一
般
で
塩
が
用
い
ら
れ
る

の
も
、
こ
う
し
た
信
仰
に
基
づ
き
、
非
日
常
と

日
常
と
を
分
け
る
清
め
の
行
為
を
象
徴
的
に
お

こ
な
っ
た
も
の
と
い
え
ま
す
。

　
最
近
一
部
の
葬
儀
で
、
死
者
に
穢
が
あ
る
と

い
う
の
は
、
差
別
だ
と
し
て
﹁
清
め
塩
﹂
を
使

わ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
所
も
あ
る
よ
う
で
す

が
、
人
の
死
は
人
知
を
越
え
た
も
の
で
、
差
別

を
す
る
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
葬
儀
な
ど
の
後
で
、﹁
清
め
塩
﹂
を
い
た
だ
い

た
ら
、
袋
を
破
っ
て
体
に
左
、
右
、
左
の
順
で

三
回
か
け
て
お
祓
い
し
ま
す
。
ま
た
は
、
玄
関

の
外
に
塩
を
置
い
て
、
靴
の
ま
ま
踏
む
﹁
踏
み

塩
﹂
を
さ
れ
て
も
結
構
で
し
ょ
う
。

　
塩
の
力
に
祓
い
の
願
い
を
託
す
こ
と
は
、
祖

先
か
ら
受
け
継
が
れ
た
英
知
な
の
で
す
。

荒　神　社
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社
殿
建
設
及
び

募
財
の
予
定

　
氏
子
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
こ

の
度
の
当
社
社
殿
建
設
事
業
の
趣
意
に
ご

賛
同
下
さ
い
ま
し
て
、
早
速
心
の
こ
も
っ

た
ご
寄
進
奉
納
申
し
込
み
を
賜
り
、
洵
に

有
り
難
く
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
皆
様
方
の
尊
い
浄
財
は
、
氏
子
さ
ん
や

地
域
の
宝
と
し
て
後
世
に
残
る
新
社
殿
建

設
の
為
に
有
意
義
に
使
用
さ
せ
て
頂
き
ま

す
。

　
さ
て
、
今
後
の
工
事
予
定
で
す
が
、
鶴
崎

神
社
・
八
幡
神
社
両
御
本
殿
移
設
に
伴
う

造
成
工
事
は
、
去
る
三
月
十
五
日
か
ら
開

始
さ
れ
て
お
り
、
進
入
路
及
び
本
殿
移
設

場
所
の
造
成
工
事
は
完
了
致
し
て
お
り
ま

す
。

❶
五
月
十
九
・
二
十
日
の
春
季
大
祭
終
了

　
後
に
拝
殿
等
の
解
体
に
着
手
致
し
ま
す
。

❷
拝
殿
の
解
体
終
了
後
、
両
御
本
殿
の
基

　
礎
工
事
並
び
に
、
亀
腹
（
本
殿
の
土
台
）

　
築
造
を
行
い
ま
す
。

❸
亀
腹
及
び
基
礎
の
硬
化
完
了
後
、
両
御
本
殿

　
の
移
設
工
事
を
行
い
ま
す
。

❹
両
御
本
殿
の
移
設
工
事
終
了
後
、
新
社
殿
基

　
礎
工
事
を
行
い
ま
す
。

❺
基
礎
の
硬
化
完
了
後
、
新
社
殿
の
建
設
に
着

　
手
致
し
ま
す
。（
建
設
開
始
は
年
末
〜
来
年

　
一
月
の
予
定
）
完
成
は
平
成
二
十
一
年
五
月

　
の
予
定
で
す
。

　
次
に
募
財
の
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
二
月

二
十
五
日
開
催
の
社
殿
建
設
委
員
会
に
お
き
ま

し
て
次
の
通
り
決
定
致
し
ま
し
た
。

①
一
括
奉
納
の
氏
子
さ
ん
は
、
各
地
区
の
総
代

　
さ
ん
が
直
接
集
金
に
お
伺
い
致
し
ま
す
。

②
分
割
奉
納
の
氏
子
さ
ん
は
、
幹
事
さ
ん
に
集

　
金
を
お
願
い
致
し
ま
す
が
、
総
代
さ
ん
の
同

　
行
等
の
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
総
代
さ
ん
と

　
の
話
し
合
い
で
決
定
致
し
ま
す
。

③
氏
子
内
企
業
・
団
地
・
出
氏
子
（
氏
子
内
出

　
身
者
で
氏
子
外
へ
居
住
の
方
）
等
に
対
し
て

　
第
二
期
募
財
を
行
う
事
と
致
し
ま
す
。

　

　
五
月
の
春
季
大
祭
終
了
後
に
は
現
拝
殿

を
解
体
撤
去
致
し
ま
す
が
、
御
本
殿
の
神

様
は
そ
の
ま
ま
お
鎮
ま
り
に
な
っ
て
お
ら

れ
ま
す
の
で
、
祭
典
や
祈
祷
は
通
常
通
り

ご
奉
仕
で
き
ま
す
。

　
祈
祷
場
所
に
つ
き
ま
し
て
は
、
鶴
崎
神

社
殿
建
設
に
伴
う
祭
典
の
予
定

⑴
造
成
工
事
安
全
祈
願
祭

　
三
月
十
五
日
工
事
関
係
者
参
列
の
下
執
行
。

⑵
社
殿
解
体
清
祓
祭
（
平
成
十
九
年
五
月
）

　
解
体
前
に
感
謝
と
工
事
安
全
を
祈
願
す
る
。

⑶
両
ご
本
殿
移
設
場
所
地
鎮
祭

　
土
地
の
神
等
に
土
地
塞
ぐ
お
詫
び
と
、
今

　
後
借
り
受
け
、
守
護
を
祈
願
す
る
。

⑷
八
幡
神
社
仮
殿
遷
座
祭

　
八
幡
神
社
の
御
神
体
を
一
時
的
に
鶴
崎
神

　
社
の
ご
本
殿
に
お
遷
し
す
る
。

⑸
八
幡
神
社
本
殿
遷
座
祭
並
び
に
鶴
崎
神
社

　
仮
殿
遷
座
祭

　
八
幡
神
社
の
御
神
体
を
鶴
崎
神
社
の
ご
本

　
殿
か
ら
お
遷
し
す
る
。
鶴
崎
神
社
の
御
神

　
体
を
一
時
的
に
八
幡
神
社
の
ご
本
殿
に
お

　
遷
し
す
る
。

⑹
鶴
崎
神
社
本
殿
遷
座
祭

　
鶴
崎
神
社
の
御
神
体
を
八
幡
神
社
の
ご
本

　
殿
か
ら
お
遷
し
す
る
。

⑺
手
斧
始
祭

　
建
設
用
材
の
加
工
を
始
め
る
仕
事
始
め
に

　
あ
た
り
、
安
全
を
祈
願
す
る
。

⑻
社
殿
建
設
地
鎮
祭

　
土
地
の
神
等
に
、
土
地
塞
ぐ
お
詫
び
と

　
今
後
借
り
受
け
、
守
護
を
祈
願
す
る
。

⑼
立
柱
祭

　
神
様
に
柱
を
立
て
奉
り
、
完
成
の
無
事

　
を
祈
願
す
る
。

⑽
上
棟
祭

　
工
事
の
安
全
と
建
物
の
堅
固
長
久
を
祈

　
願
す
る
。

⑾
竣
工
奉
祝
祭
（
平
成
二
十
一
年
五
月
）

　
建
物
の
完
成
を
祝
い
、
建
設
さ
れ
た
建

　
物
の
堅
固
長
久
を
祈
願
す
る
。

祭
典
（
お
祭
り
）
ご

祈
祷
等
は
通
常
通
り

行
わ
れ
ま
す
。

社
ご
本
殿
と
八
幡
神
社
の
ご
本
殿
の
中
央
に
あ

た
る
境
内
に
仮
拝
殿
を
建
設
し
て
ご
奉
仕
致
し

ま
す
の
で
、
通
常
と
変
わ
ら
ず
ご
参
拝
並
び
に

祈
祷
も
で
き
ま
す
。

◆
夏
祭
り
は
、
通
常
通
り
茅
の
輪
を
設
置
し
ま

　
す
が
、
拝
殿
の
左
右
石
段
は
通
行
止
め
と
致

　
し
ま
す
の
で
、
石
段
下
又
は
仮
拝
殿
か
ら
の

　
参
拝
と
な
り
ま
す
。

◆
秋
季
大
祭
（
供
膳
祭
）
は
、
工
事
を
中
断
し
、

　
御
本
殿
ま
で
の
通
路
を
作
り
、
供
膳
を
お
供

　
え
し
、
ご
本
殿
前
に
参
列
し
て
、
祭
典
を
奉

　
仕
致
し
ま
す
。
神
幸
祭
も
例
年
通
り
執
行
致

　
し
ま
す
。

ご本殿移設場所から鶴崎神社本殿を望む

社殿改築に伴う進入路の造成工事

新
し
い
ご
社
殿
が
、
予
定
通
り

建
設
で
き
ま
す
よ
う
、
ご
協
力

を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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社
殿
建
設
及
び

募
財
の
予
定

　
氏
子
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
こ

の
度
の
当
社
社
殿
建
設
事
業
の
趣
意
に
ご

賛
同
下
さ
い
ま
し
て
、
早
速
心
の
こ
も
っ

た
ご
寄
進
奉
納
申
し
込
み
を
賜
り
、
洵
に

有
り
難
く
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
皆
様
方
の
尊
い
浄
財
は
、
氏
子
さ
ん
や

地
域
の
宝
と
し
て
後
世
に
残
る
新
社
殿
建

設
の
為
に
有
意
義
に
使
用
さ
せ
て
頂
き
ま

す
。

　
さ
て
、
今
後
の
工
事
予
定
で
す
が
、
鶴
崎

神
社
・
八
幡
神
社
両
御
本
殿
移
設
に
伴
う

造
成
工
事
は
、
去
る
三
月
十
五
日
か
ら
開

始
さ
れ
て
お
り
、
進
入
路
及
び
本
殿
移
設

場
所
の
造
成
工
事
は
完
了
致
し
て
お
り
ま

す
。

❶
五
月
十
九
・
二
十
日
の
春
季
大
祭
終
了

　
後
に
拝
殿
等
の
解
体
に
着
手
致
し
ま
す
。

❷
拝
殿
の
解
体
終
了
後
、
両
御
本
殿
の
基

　
礎
工
事
並
び
に
、
亀
腹
（
本
殿
の
土
台
）

　
築
造
を
行
い
ま
す
。

❸
亀
腹
及
び
基
礎
の
硬
化
完
了
後
、
両
御
本
殿

　
の
移
設
工
事
を
行
い
ま
す
。

❹
両
御
本
殿
の
移
設
工
事
終
了
後
、
新
社
殿
基

　
礎
工
事
を
行
い
ま
す
。

❺
基
礎
の
硬
化
完
了
後
、
新
社
殿
の
建
設
に
着

　
手
致
し
ま
す
。（
建
設
開
始
は
年
末
〜
来
年

　
一
月
の
予
定
）
完
成
は
平
成
二
十
一
年
五
月

　
の
予
定
で
す
。

　
次
に
募
財
の
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
二
月

二
十
五
日
開
催
の
社
殿
建
設
委
員
会
に
お
き
ま

し
て
次
の
通
り
決
定
致
し
ま
し
た
。

①
一
括
奉
納
の
氏
子
さ
ん
は
、
各
地
区
の
総
代

　
さ
ん
が
直
接
集
金
に
お
伺
い
致
し
ま
す
。

②
分
割
奉
納
の
氏
子
さ
ん
は
、
幹
事
さ
ん
に
集

　
金
を
お
願
い
致
し
ま
す
が
、
総
代
さ
ん
の
同

　
行
等
の
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
総
代
さ
ん
と

　
の
話
し
合
い
で
決
定
致
し
ま
す
。

③
氏
子
内
企
業
・
団
地
・
出
氏
子
（
氏
子
内
出

　
身
者
で
氏
子
外
へ
居
住
の
方
）
等
に
対
し
て

　
第
二
期
募
財
を
行
う
事
と
致
し
ま
す
。

　

　
五
月
の
春
季
大
祭
終
了
後
に
は
現
拝
殿

を
解
体
撤
去
致
し
ま
す
が
、
御
本
殿
の
神

様
は
そ
の
ま
ま
お
鎮
ま
り
に
な
っ
て
お
ら

れ
ま
す
の
で
、
祭
典
や
祈
祷
は
通
常
通
り

ご
奉
仕
で
き
ま
す
。

　
祈
祷
場
所
に
つ
き
ま
し
て
は
、
鶴
崎
神

社
殿
建
設
に
伴
う
祭
典
の
予
定

⑴
造
成
工
事
安
全
祈
願
祭

　
三
月
十
五
日
工
事
関
係
者
参
列
の
下
執
行
。

⑵
社
殿
解
体
清
祓
祭
（
平
成
十
九
年
五
月
）

　
解
体
前
に
感
謝
と
工
事
安
全
を
祈
願
す
る
。

⑶
両
ご
本
殿
移
設
場
所
地
鎮
祭

　
土
地
の
神
等
に
土
地
塞
ぐ
お
詫
び
と
、
今

　
後
借
り
受
け
、
守
護
を
祈
願
す
る
。

⑷
八
幡
神
社
仮
殿
遷
座
祭

　
八
幡
神
社
の
御
神
体
を
一
時
的
に
鶴
崎
神

　
社
の
ご
本
殿
に
お
遷
し
す
る
。

⑸
八
幡
神
社
本
殿
遷
座
祭
並
び
に
鶴
崎
神
社

　
仮
殿
遷
座
祭

　
八
幡
神
社
の
御
神
体
を
鶴
崎
神
社
の
ご
本

　
殿
か
ら
お
遷
し
す
る
。
鶴
崎
神
社
の
御
神

　
体
を
一
時
的
に
八
幡
神
社
の
ご
本
殿
に
お

　
遷
し
す
る
。

⑹
鶴
崎
神
社
本
殿
遷
座
祭

　
鶴
崎
神
社
の
御
神
体
を
八
幡
神
社
の
ご
本

　
殿
か
ら
お
遷
し
す
る
。

⑺
手
斧
始
祭

　
建
設
用
材
の
加
工
を
始
め
る
仕
事
始
め
に

　
あ
た
り
、
安
全
を
祈
願
す
る
。

⑻
社
殿
建
設
地
鎮
祭

　
土
地
の
神
等
に
、
土
地
塞
ぐ
お
詫
び
と

　
今
後
借
り
受
け
、
守
護
を
祈
願
す
る
。

⑼
立
柱
祭

　
神
様
に
柱
を
立
て
奉
り
、
完
成
の
無
事

　
を
祈
願
す
る
。

⑽
上
棟
祭

　
工
事
の
安
全
と
建
物
の
堅
固
長
久
を
祈

　
願
す
る
。

⑾
竣
工
奉
祝
祭
（
平
成
二
十
一
年
五
月
）

　
建
物
の
完
成
を
祝
い
、
建
設
さ
れ
た
建

　
物
の
堅
固
長
久
を
祈
願
す
る
。

祭
典
（
お
祭
り
）
ご

祈
祷
等
は
通
常
通
り

行
わ
れ
ま
す
。

社
ご
本
殿
と
八
幡
神
社
の
ご
本
殿
の
中
央
に
あ

た
る
境
内
に
仮
拝
殿
を
建
設
し
て
ご
奉
仕
致
し

ま
す
の
で
、
通
常
と
変
わ
ら
ず
ご
参
拝
並
び
に

祈
祷
も
で
き
ま
す
。

◆
夏
祭
り
は
、
通
常
通
り
茅
の
輪
を
設
置
し
ま

　
す
が
、
拝
殿
の
左
右
石
段
は
通
行
止
め
と
致

　
し
ま
す
の
で
、
石
段
下
又
は
仮
拝
殿
か
ら
の

　
参
拝
と
な
り
ま
す
。

◆
秋
季
大
祭
（
供
膳
祭
）
は
、
工
事
を
中
断
し
、

　
御
本
殿
ま
で
の
通
路
を
作
り
、
供
膳
を
お
供

　
え
し
、
ご
本
殿
前
に
参
列
し
て
、
祭
典
を
奉

　
仕
致
し
ま
す
。
神
幸
祭
も
例
年
通
り
執
行
致

　
し
ま
す
。

ご本殿移設場所から鶴崎神社本殿を望む

社殿改築に伴う進入路の造成工事

新
し
い
ご
社
殿
が
、
予
定
通
り

建
設
で
き
ま
す
よ
う
、
ご
協
力

を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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祭
事
暦

　
諸
祈
祷
・
出
張
祭
の
案
内

　
当
社
で
は
左
記
に
よ
り
随
時
ご
奉
仕

致
し
て
お
り
ま
す

♦
初
宮
詣
・
交
通
安
全
・
厄
除
・
安
産
・

　
家
内
安
全
・
当
病
平
癒
そ
の
他

♦
地
鎮
祭
・
上
棟
祭
・
家
移
清
祓
・
宅

　
神
祭
・
神
葬
祭
等

ご
希
望
の
方
は
前
も
っ
て
ご
連
絡
下

さ
い
。

摂末社巡拝⑬

五
月
十
九
日
（
土
）﹇
午
後
七
時
﹈

　
　
春
季
大
祭
宵
祭
（
露
店
あ
り
）

五
月
二
十
日
（
日
）﹇
午
前
十
時
﹈　
　

　
　
春
季
大
祭
【
供
膳
祭
】

七
月
三
十
日
（
月
）﹇
午
後
五
時
﹈　
　

　
　
夏
越
祭
【
輪
く
ぐ
り
祭
】（
露
店
あ
り
）

毎
月
一
日
（
午
前
九
時
）
月
次
祭

※
月
次
祭
に
お
詣
り
の
方
は
、
拝
殿
に

　
ご
昇
殿
下
さ
い
ま
し
て
祭
典
に
参
列

　
し
て
下
さ
い
。
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つ
る
さ
き

つ
る
さ
き

ＵＲＬ

ほ

の

か

ぐ

つ

ち

の

か

み

　
当
社
は
、
火
之
迦
具
土
神
を
祭
神
と
し
て

祀
り
、
市
場
桜
町
・
旭
町
・
町
市
場
東
・
町

市
場
西
・
町
市
場
中
・
中
市
場
地
区
の
氏
神

と
し
て
守
ら
れ
て
い
る
。
　

い

ざ

な

み

の

か

み

　
火
之
迦
具
土
神
は
伊
邪
那
美
神
が
最
後
に

産
ん
だ
御
子
神
で
伊
邪
那
美
神
は
、
こ
の
神

よ
み
の
く
に

を
産
ん
だ
た
め
に
死
ん
で
し
ま
い
、
黄
泉
国

（
死
の
国
）
に
下
る
こ
と
に
な
る
。

　
古
事
記
に
は
火
之
迦
具
土
神
、
日
本
書
記

か

ぐ

つ

ち

の

か

み

に
は
阿
遇
突
智
神
と
記
さ
れ
て
お
り
、
火
の

神
と
さ
れ
て
い
る
。

　
火
之
迦
具
土
神
を
祀
る
神
社
は
愛
宕
神
社

（
京
都
市
右
京
区
嵯
峨
愛
宕
町
）と
秋
葉
神
社

（
浜
松
市
天
竜
区
春
野
町
領
家
）の
二
社
が
あ

り
、何
れ
も
鎮
火
の
神
と
し
て
有
名
で
あ
る
。

　
こ
の
荒
神
社
は
火
の
神
を
祀
る
と
同
時
に
、

地
区
の
守
神
で
も
あ
る
。

　
昭
和
三
十
八
年
一
月
十
日
鶴
崎
神
社
に
合

併
し
た
。
ま
た
、
社
殿
の
老
朽
化
に
よ
り
、
改

築
を
行
う
事
と
な
り
、
平
成
十
四
年
三
月
二

十
六
日
に
仮
殿
遷
座
祭
、
同
四
月
二
十
四
日

本
殿
遷
座
祭
、
同
五
月
十
一
日
竣
工
奉
祝
祭

を
執
行
し
た
。

　
祭
典
は
、
例
祭
を
毎
年
十
月
二
十
七
日
に

執
り
行
っ
て
い
る
。

　
　

早
島
町
早
島
一
二
五
四

祭
神
　
火
之
迦
具
土
神

神
道
Ｑ
＆
Ａ

︻
質
問
︼

　
葬
儀
な
ど
の
後
で
﹁
清
め
塩
﹂
を
い
た

だ
き
ま
す
が
、
そ
の
使
用
方
法
と
意
義
を

教
え
て
下
さ
い
？

︻
答
え
︼

　
清
め
に
塩
を
用
い
る
こ
と
は
、
我
が
国

の
宗
教
的
習
俗
で
あ
り
、
海
水
を
意
味
す

る
﹁
潮
﹂
と
も
通
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
風
習

が
あ
り
ま
す
。

　
古
く
は
、
古
事
記
や
日
本
書
紀
の
神
話

よ

み

に
、
黄
泉
の
国
︵
死
者
の
国
︶
か
ら
戻
っ

い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

た
伊
弉
諾
尊
が
自
ら
の
体
に
付
い
た
黄
泉

け
が
れ

み
そ
ぎ
は
ら
い

の
国
の
穢
を
祓
う
た
め
、
海
水
で
禊
祓
を

お
こ
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
が
民
間
に
お
い
て
は
、
﹁
潮

し
お
ご
り

︵
塩
︶
垢
離
﹂
と
い
っ
て
海
水
を
浴
び
て
身

え
ん
と
う

を
清
め
た
り
、
海
水
を
沸
し
た
﹁
塩
湯
﹂
が
、

病
気
治
療
や
無
病
息
災
の
た
め
に
用
い
ら

れ
る
と
い
っ
た
風
習
に
繋
が
っ
て
い
き
ま

し
た
。

　
こ
れ
も
塩
が
持
っ
て
い
る
優
れ
た
浄
化

力
や
殺
菌
力
を
知
っ
て
い
た
た
め
で
す
。

　
現
在
、
神
社
の
祭
り
に
お
け
る
お
祓
い
で

え
ん
と
う

も
、
塩
水
で
お
清
め
を
お
こ
な
う
塩
湯
が
用
い

ら
れ
ま
す
。

　
当
社
に
お
い
て
も
、
春
・
秋
の
大
祭
に
は
お

お
お
ぬ
さ

祓
い
の
道
具
と
し
て
、
大
麻
と
塩
を
湯
で
溶
い

え
ん
と
う

し
ん
せ
ん

た
﹁
塩
湯
﹂
の
二
つ
で
神
饌
︵
お
供
え
物
︶
や

参
列
者
、
玉
串
な
ど
の
お
祓
い
を
行
っ
て
い
ま

す
。

　
葬
儀
の
際
な
ど
、
一
般
で
塩
が
用
い
ら
れ
る

の
も
、
こ
う
し
た
信
仰
に
基
づ
き
、
非
日
常
と

日
常
と
を
分
け
る
清
め
の
行
為
を
象
徴
的
に
お

こ
な
っ
た
も
の
と
い
え
ま
す
。

　
最
近
一
部
の
葬
儀
で
、
死
者
に
穢
が
あ
る
と

い
う
の
は
、
差
別
だ
と
し
て
﹁
清
め
塩
﹂
を
使

わ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
所
も
あ
る
よ
う
で
す

が
、
人
の
死
は
人
知
を
越
え
た
も
の
で
、
差
別

を
す
る
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
葬
儀
な
ど
の
後
で
、﹁
清
め
塩
﹂
を
い
た
だ
い

た
ら
、
袋
を
破
っ
て
体
に
左
、
右
、
左
の
順
で

三
回
か
け
て
お
祓
い
し
ま
す
。
ま
た
は
、
玄
関

の
外
に
塩
を
置
い
て
、
靴
の
ま
ま
踏
む
﹁
踏
み

塩
﹂
を
さ
れ
て
も
結
構
で
し
ょ
う
。

　
塩
の
力
に
祓
い
の
願
い
を
託
す
こ
と
は
、
祖

先
か
ら
受
け
継
が
れ
た
英
知
な
の
で
す
。

荒　神　社
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